
はじめてのクルマの保険、タフビズ事業用自動車総合保険　等

令和6年1月以降保険始期用

車両保険セットした車両保険なら、お車の年式を問わず
代替自動車の購入費用（注2）を補償します。
セットした車両保険なら、お車の年式を問わず
代替自動車の購入費用（注2）を補償します。

またはまたは をを

備えて安心「新車特約」
「車両全損時復旧費用特約」のおすすめ

大切なお車の万が一に備えて、車両保険に「新車特約」または
「車両全損時復旧費用特約」のセットをおすすめします！
長年お使いのお車ために、車両保険金額を上回った修理費を補償できる
「車両超過修理費用特約（注3）」もご用意しております。

（注1）お車が修理できない場合、または修理費が「協定保険価額(車両保険金額)」以上となる場合などが対象となります。詳しくは裏面をご覧ください。
（注2）限度額があります。詳しくは裏面をご覧ください。

減った金額部分は補償されません。減った金額部分は補償されません。

毎年の車両保険金額は、ご契約のお車の
市場販売価格相当額に応じて設定しますので、

事故で車が大破…事故で車が大破… 車両保険だけだと…

事故で大きな損害  　　　　　　 を被った場合、事故で大きな損害  　　　　　　 を被った場合、（注1）（注1）

大切なお車を末永くサポート！

新車特約
（新しいお車向け）

車両全損時復旧費用特約
（長年愛用のお車向け）

〈初度登録（検査）経過年数別の補償イメージ〉  例：200万円で新車を購入し、その同月に自動車保険の新規契約（保険期間1年）を締結した場合

0万円

100万円

200万円

（初度登録（検査）経過年数）

（新車保険金額）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
200万円 170万円 145万円 125万円 105万円 90万円 75万円 65万円 55万円 45万円
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車両保険金額

車両全損時復旧費用特約で車両保険金額を
上回る額を補償します

新車特約で車両保険金額を上回る
額を補償します

車両保険では
車両保険金額
までしか補償
されません！

（注3）始期日の属する月がご契約のお車の初度登録（検査）年月の翌月から起算して25か月を超えているお車
に限りセット可能です。新車特約、車両全損時復旧費用特約等をセットした場合は対象となりません。 詳しくは裏面をご覧ください。
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●このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・クルマの保険パンフレット」「はじめてのクルマの保険パンフレット」「タフビズ事業用自動車
総合保険パンフレット」のいずれかのパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」を
ご用意していますので、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代
理店・扱者または当社にお問合わせください。
●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・つながるクルマの保険」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約（車両運行情報による保険料精算
に関する特約用）」および「車両運行情報による保険料精算に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）」
は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・
見守るクルマの保険ＮｅｘＴ」および「タフ・見守るクルマの保険プラスＳ」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特
約」がセットされた個人総合自動車保険（運転特性の取得方法によってペットネームが異なります）、「タフ・見守るクルマの保険(ドラレコ型)」は「ドライブレコーダー
による事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険、「はじめてのクルマの保険」はパーソナル自動車保険、「タフビズ事業用自動車総合保
険」は一般総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの
業務を行っています。したがって、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

新車特約／車両全損時復旧費用特約

（注）「購入費用」とは、「車両本体価格＋付属品の価格＋それらにかかる消費税」をいいます。ローン金利、登録関係の税・手数料等の諸費
用は含まれません。
・本特約の保険金は車両所有者にお支払いしますので、ご契約のお車がリースカーの場合は、車両所有者であるリース会社へお支
払いします。
・廃車費用や新車登録費用等には全損時諸費用特約・全損時諸費用倍額払特約で備えられます。

買替えの場合には代替自動車の購入費用（注）（新車保険金額
を限度）、修理の場合にはその修理費（新車保険金額を限度）
をお支払いします。
・事故の発生に際して、当社がご契約のお車の損害の調査を行っ
た結果、新車保険価額がご契約のお車の実際の新車の市場販売
価格相当額を著しく超える場合には、その実際の新車の市場販売
価格相当額を新車保険価額および新車保険金額として保険金を
お支払いします。

代替自動車の取得または修理をした場合で次の❶❷のいずれ
かを満たす場合
❶修理ができない場合
❷修理費が「協定保険価額（車両保険金額）」以上となる場合

代替自動車の取得または修理をした場合で次の❶～❸のいず
れかを満たす場合
❶修理ができない場合
❷修理費が「協定保険価額（車両保険金額）」以上となる場合
❸修理費が新車保険価額（注2）の50％（内外装、外板部品のみ
の損害の場合を除く）以上となる場合

（注2）保険契約締結の時におけるご契約のお車と同一の用途車
種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額を基準
に協定した価額をいいます。

車両事故（注1）により、ご契約のお車に下記それぞれの損害が発生した場合で、かつ、事故の日の翌日から90日以内にお車を買い
替えられた場合に、代替自動車の購入費用をお支払いします。また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に
修理が完了したときは、その修理費をお支払いします。
（注1）盗難事故は本特約のお支払いの対象となりません。ただし、盗難後ご契約のお車が発見された場合で、発見されるまでの間にご契約

のお車に損害が発生した時は、本特約のお支払いの対象となります。

買替えの場合には代替自動車の購入費用（注）（復旧費用限度
額を限度）、修理の場合には、その修理費（復旧費用限度額を
限度）をお支払いします。
・復旧費用限度額とは、車両保険金額の2倍に相当する額または車
両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。

●タフ・クルマの保険　●タフ・つながるクルマの保険　●タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）
●タフ・見守るクルマの保険ＮｅｘＴ　●タフ・見守るクルマの保険プラスS　●タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）
●はじめてのクルマの保険　●タフビズ事業用自動車総合保険

対象となる
ご契約　

セット
いただける
条件

お支払いする
保険金

補償内容

以下の3つの条件のすべてに該当する場合にセットいただけます。　
ご契約のお車が以下の８車種であること
・自家用普通乗用車  ・自家用小型乗用車  ・自家用軽四輪乗用車　・自家用小型貨物車  ・自家用軽四輪貨物車　
・自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン以下）　・自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン超2トン以下）　
・特種用途自動車（キャンピング車）　ただし、レンタカー、型式不明車、構内専用車は対象となりません。

1

車両保険をセットしたご契約で以下❶❷のいずれかを満
たすご契約であること

❶満期日の属する月がご契約のお車の初度登録（検査）年月
の翌月から起算して61か月以内であること

❷満期日の属する月がご契約のお車の初度登録（検査）年月
の翌月から起算して61か月を超える場合、始期日時点（保
険期間が1年を超えるご契約の場合は、最終保険年度にお
ける始期日の応当日）の車両保険金額が新車保険金額の
50％以上であること

車両保険をセットしたご契約で以下❶❷を満たすご契約
であること

❶満期日の属する月がご契約のお車の初度登録（検査）年月
の翌月から起算して61か月超であること

❷始期日時点（保険期間が1年を超えるご契約の場合は、初年
度における始期日の応当日）の車両保険金額が新車保険金
額の50％未満であること

22

車両全損時復旧費用特約、車両超過修理費用特約、リサ
イクル部品使用特約、車両盗難対象外特約、リースカー
車両費用特約および車両「帳簿価格」協定保険特約を
セットしたご契約でないこと

新車特約、車両超過修理費用特約、リサイクル部品使用
特約、車両盗難対象外特約、リースカー車両費用特約お
よび車両「帳簿価格」協定保険特約をセットしたご契約
でないこと

3 3

新車特約 車両全損時復旧費用特約


